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議員提出議案第２号 

 

   鳥取県議会会議規則の一部を改正する規則 

 

 この議案を別紙のとおり提出する。 

 

  令和６年３月22日 

 

 

広 谷 直 樹       興 治 英 夫 

尾 崎   薫       伊 藤   保 

中 島 規 夫       島 谷 龍 司 

斉 木 正 一       福 田 俊 史 

内 田 博 長       浜 田 一 哉 

銀 杏 泰 利 
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鳥
取

県
議

会
会

議
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
 

 

鳥
取

県
議

会
会

議
規

則
（

昭
和

3
1
年

鳥
取

県
会

規
則

第
１

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

正
 

後
 

改
 

正
 

前
 

 
 

目
次

 

 
第

１
章

～
第

1
4
章

 
略

 

 
第

1
5
章

 
補

則
（

第
1
1
0
条

―
第

1
1
2
条

）
 

 
附

則
 

 

目
次

 

 
第

１
章

～
第

1
4
章

 
略

 

 
第

1
5
章

 
補

則
（

第
1
1
0
条

）
 

 
附

則
 

 

（
参

集
）

 

第
１

条
 

議
員

は
、

招
集

日
の

午
前

1
0
時

ま
で

に
議

事
堂

等
（

議
事

堂
又

は

災
害

、
改

修
そ

の
他

の
や

む
を

得
な

い
事

由
の

た
め

議
事

堂
を

使
用

す
る

こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

議
長

が
別

に
定

め
る

場
所

を
い

う
。

以
下

同

じ
。
）

に
参

集
し

、
そ

の
旨

を
議

長
に

通
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

略
 

 

（
参

集
）

 

第
１

条
 

議
員

は
、

招
集

日
の

午
前

1
0
時

ま
で

に
議

事
堂

に
参

集
し

、
そ

の

旨
を

議
長

に
通

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

  ２
 

略
 

 

（
宿

所
又

は
連

絡
所

の
届

出
）

 
（

宿
所

又
は

連
絡

所
の

届
出

）
 



 

 

- 11 - 

第
３

条
 

議
員

は
、

宿
所

又
は

連
絡

所
を

定
め

た
と

き
は

、
議

長
に

届
け

出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

れ
を

変
更

し
た

と
き

も
、

ま
た

同
様

と
す

る
。

 

第
３

条
 

議
員

は
、

宿
所

又
は

連
絡

所
を

定
め

た
と

き
は

、
議

長
に

届
け

出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

れ
を

変
更

し
た

と
き

も
、

同
様

と
す

る
。

 

 

（
議

席
）

 

第
５

条
 

略
 

２
 

略
 

３
 

議
長

は
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
討

論
を

用
い

な
い

で
会

議

に
諮

っ
て

議
席

を
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

４
 

議
席

に
は

、
番

号
及

び
氏

名
標

を
付

け
る

。
 

 

（
議

席
）

 

第
５

条
 

略
 

２
 

略
 

３
 

議
長

は
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
討

論
を

用
い

な
い

で
会

議

に
は

か
っ

て
議

席
を

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

４
 

議
席

に
は

、
番

号
及

び
氏

名
を

付
け

る
。

 

５
 

会
議

中
議

員
の

称
呼

は
、

そ
の

議
席

の
番

号
を

と
な

え
る

。
 

 

（
会

期
）

 

第
６

条
 

会
期

は
、

毎
会

期
の

初
め

に
議

会
の

議
決

で
定

め
る

。
 

    ２
 

略
 

 

（
会

期
）

 

第
６

条
 

会
期

は
、

お
お

む
ね

次
の

と
お

り
と

し
、

会
期

の
始

め
に

議
会

の

議
決

で
定

め
る

。
 

(
１

)
 

定
例

会
 

1
0
日

 

(
２

)
 

通
常

予
算

を
審

議
す

る
定

例
会

 
3
0
日

 

(
３

)
 

臨
時

会
 

５
日

 

２
 

略
 

 

（
会

期
中

の
閉

会
）

 
（

会
期

中
の

閉
会

）
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第
８

条
 

会
議

に
付

さ
れ

た
事

件
を

全
て

議
了

し
た

と
き

は
、

会
期

中
で

も

議
会

の
議

決
で

閉
会

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

第
８

条
 

会
議

に
付

さ
れ

た
事

件
を

す
べ

て
議

了
し

た
と

き
は

、
会

期
中

で

も
議

会
の

議
決

で
閉

会
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
会

議
時

間
）

 

第
1
0
条

 
略

 

２
 

議
長

は
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
会

議
に

宣
告

す
る

こ
と

に

よ
り

、
会

議
時

間
を

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
出

席
議

員
２

人

以
上

か
ら

異
議

が
あ

る
と

き
は

、
討

論
を

用
い

な
い

で
会

議
に

諮
っ

て
決

め

る
。

 

３
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

議
長

は
、

会
議

中
で

な
い

場
合

で
あ

っ

て
特

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

議
員

に
通

知
す

る
こ

と
に

よ
り

、

会
議

時
間

を
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

４
 

会
議

の
開

始
は

、
号

鈴
で

報
ず

る
。

た
だ

し
、

災
害

、
改

修
そ

の
他

の

や
む

を
得

な
い

事
由

の
た

め
号

鈴
を

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

 

（
会

議
時

間
）

 

第
1
0
条

 
略

 

２
 

議
長

は
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
会

議
に

は
か

っ
て

会
議

時

間
を

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

     ３
 

会
議

の
開

始
は

、
号

鈴
で

報
ず

る
。

 

 

（
出

席
催

告
）

 

第
1
3
条

 
地

方
自

治
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
6
7
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。
）

第
1
1
3
条

の
規

定
に

よ
る

出
席

催
告

の
方

法
は

、
議

事
堂

等
に

現
在

す
る

議

員
又

は
議

員
の

住
所

、
宿

所
若

し
く

は
連

絡
所

に
文

書
又

は
口

頭
を

も
っ

て

（
出

席
催

告
）

 

第
1
3
条

 
地

方
自

治
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
6
7
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。
）

第
1
1
3
条

の
規

定
に

よ
る

出
席

催
告

の
方

法
は

、
議

事
堂

に
現

在
す

る
議

員

又
は

議
員

の
住

所
、

宿
所

若
し

く
は

連
絡

所
に

文
書

又
は

口
頭

を
も

っ
て
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行
う

。
 

 

行
う

。
 

 

（
議

案
の

提
出

）
 

第
1
5
条

 
議

員
が

、
議

案
を

提
出

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

そ
の

案
を

そ
な

え
、

法
第

1
1
2
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
も

の
に

つ
い

て
は

所
定

の
賛

成
者

と
と

も
に

記
名

し
て

、
そ

の
他

の
も

の
に

つ
い

て
は

１
人

以
上

の
賛

成
者

と

と
も

に
記

名
し

て
、

あ
ら

か
じ

め
議

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

略
 

（
議

案
の

提
出

）
 

第
1
5
条

 
議

員
が

、
議

案
を

提
出

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

そ
の

案
を

そ
な

え
、

法
第

1
1
2
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
も

の
に

つ
い

て
は

所
定

の
賛

成
者

と
と

も
に

連
署

し
て

、
そ

の
他

の
も

の
に

つ
い

て
は

１
人

以
上

の
賛

成
者

と

と
も

に
連

署
し

て
、

あ
ら

か
じ

め
議

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

略
 

 

（
修

正
の

動
議

）
 

第
1
8
条

 
修

正
の

動
議

は
、

そ
の

案
を

そ
な

え
、

発
議

者
が

記
名

し
て

、
あ

ら
か

じ
め

議
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
緊

急
又

は
簡

単
な

事
項

で
議

長
の

許
可

を
得

た
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

 

（
修

正
の

動
議

）
 

第
1
8
条

 
修

正
の

動
議

は
、

そ
の

案
を

具
え

、
発

議
者

及
び

賛
成

者
が

連
署

し
て

、
あ

ら
か

じ
め

議
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
緊

急
若

し
く

は
簡

単
な

事
項

で
議

長
の

許
可

を
得

た
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

 

（
先

決
動

議
の

表
決

順
序

）
 

第
1
9
条

 
他

の
事

件
に

先
立

っ
て

表
決

に
付

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
動

議
が

競
合

し
た

と
き

は
、

議
長

が
表

決
の

順
序

を
定

め
る

。
た

だ
し

、
出

席
議

員
２

人
以

上
か

ら
異

議
が

あ
る

と
き

は
、

討
論

を
用

い
な

い
で

会
議

に

諮
っ

て
決

め
る

。
 

（
先

決
動

議
の

表
決

順
序

）
 

第
1
9
条

 
他

の
事

件
に

先
だ

っ
て

表
決

に
付

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
動

議
が

競
合

し
た

と
き

は
、

議
長

が
表

決
の

順
序

を
定

め
る

。
た

だ
し

、
出

席
議

員
２

人
以

上
か

ら
異

議
が

あ
る

と
き

は
、

討
論

を
用

い
な

い
で

会
議

に
は

か
っ

て
決

め
る

。
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（
事

件
の

撤
回

又
は

訂
正

及
び

動
議

の
撤

回
）

 

第
2
0
条

 
会

議
の

議
題

と
な

っ
た

事
件

を
撤

回
し

、
又

は
訂

正
し

よ
う

と
す

る
と

き
及

び
会

議
の

議
題

と
な

っ
た

動
議

を
撤

回
し

よ
う

と
す

る
と

き

は
、

議
会

の
許

可
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

会
議

の
議

題
と

な
る

前
に

お
い

て
は

、
議

長
の

許
可

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

前
項

の
許

可
を

求
め

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
提

出
者

か
ら

事
件

に
つ

い

て
は

文
書

に
よ

り
、

動
議

に
つ

い
て

は
文

書
又

は
口

頭
に

よ
り

、
請

求
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

（
事

件
の

撤
回

又
は

訂
正

及
び

動
議

の
撤

回
）

 

第
2
0
条

 
会

議
の

議
題

と
な

っ
た

事
件

を
撤

回
し

、
又

は
訂

正
し

よ
う

と
す

る
と

き
及

び
会

議
の

議
題

と
な

っ
た

動
議

を
撤

回
し

よ
う

と
す

る
と

き

は
、

議
会

の
承

認
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 ２
 

議
員

が
提

出
し

た
事

件
及

び
動

議
で

前
項

の
承

認
を

求
め

よ
う

と
す

る

と
き

は
、

提
出

者
の

全
員

か
ら

請
求

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
日

程
の

変
更

）
 

第
2
3
条

 
議

長
が

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
又

は
議

員
か

ら
動

議
が

提
出

さ
れ

た
と

き
は

、
議

長
は

、
討

論
を

用
い

な
い

で
会

議
に

諮
っ

て
、

議
事

日
程

を
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
日

程
の

変
更

）
 

第
2
3
条

 
議

長
が

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
、

又
は

議
員

か
ら

動
議

が
提

出
さ

れ
た

と
き

は
、

議
長

は
、

討
論

を
用

い
な

い
で

会
議

に
は

か
っ

て
、

議
事

日
程

を
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

（
選

挙
の

宣
告

）
 

第
2
4
条

 
略

 

２
 

選
挙

を
行

う
宣

告
の

際
、

議
場

に
い

な
い

議
員

は
、

選
挙

に
加

わ
る

こ

と
が

で
き

な
い

。
 

３
 

投
票

に
よ

る
選

挙
を

行
う

と
き

は
、

議
長

は
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

宣

（
選

挙
の

宣
告

）
 

第
2
4
条

 
略
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告
の

後
、

職
員

を
し

て
議

場
の

出
入

口
を

閉
鎖

さ
せ

、
出

席
議

員
数

を
報

告
す

る
。

 

 （
投

票
の

終
了

）
 

第
2
7
条

 
議

長
は

、
投

票
が

終
わ

っ
た

と
認

め
る

と
き

は
、

投
票

漏
れ

の
有

無
を

確
か

め
、

投
票

の
終

了
を

宣
告

す
る

。
そ

の
宣

告
が

あ
っ

た
後

は
投

票
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

 

（
投

票
の

終
了

）
 

第
2
7
条

 
議

長
は

、
投

票
が

終
っ

た
と

認
め

る
と

き
は

、
投

票
漏

れ
の

有
無

を
確

か
め

、
投

票
の

終
了

を
宣

告
す

る
。

そ
の

宣
告

が
あ

っ
た

後
は

投
票

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

 

（
開

票
及

び
投

票
の

効
力

）
 

第
2
8
条

 
略

 

２
 

前
項

の
立

会
人

は
、

議
長

が
、

議
員

の
中

か
ら

第
7
8
条

の
規

定
に

よ
り

会
議

に
諮

っ
て

指
名

す
る

。
 

３
 

投
票

の
効

力
は

、
立

会
人

の
意

見
を

聴
い

て
議

長
が

決
定

す
る

。
 

４
 

投
票

の
効

力
に

係
る

法
第

1
1
8
条

第
６

項
の

規
定

に
よ

る
通

知
に

関
し

必

要
な

事
項

は
、

議
長

が
定

め
る

。
 

 

（
開

票
及

び
投

票
の

効
力

）
 

第
2
8
条

 
略

 

２
 

前
項

の
立

会
人

は
、

議
長

が
、

議
員

の
中

か
ら

第
7
8
条

（
簡

易
表

決
）

の
規

定
に

よ
り

会
議

に
は

か
っ

て
指

名
す

る
。

 

３
 

投
票

の
効

力
は

、
立

会
人

の
意

見
を

聞
い

て
議

長
が

決
定

す
る

。
 

 

（
選

挙
に

関
す

る
疑

義
）

 

第
3
0
条

 
選

挙
に

関
す

る
疑

義
は

、
議

長
が

会
議

に
諮

っ
て

決
め

る
。

 

 

（
選

挙
に

関
す

る
疑

義
）

 

第
3
0
条

 
選

挙
に

関
す

る
疑

義
は

、
議

長
が

会
議

に
は

か
っ

て
決

め
る

。
 

（
一

括
議

題
）

 
（

一
括

議
題

）
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第
3
3
条

 
議

長
は

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

２
件

以
上

の
事

件
を

一
括

し
て

議
題

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

出
席

議
員

２
人

以
上

か
ら

異
議

が
あ

る
と

き
は

、
討

論
を

用
い

な
い

で
会

議
に

諮
っ

て
決

め

る
。

 

第
3
3
条

 
議

長
は

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

２
件

以
上

の
事

件
を

一
括

し
て

議
題

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

出
席

議
員

２
人

以
上

か
ら

異
議

が
あ

る
と

き
は

、
討

論
を

用
い

な
い

で
会

議
に

は
か

っ
て

決
め

る
。

 

 

（
議

案
等

の
説

明
、

質
疑

及
び

委
員

会
付

託
）

 

第
3
5
条

 
会

議
に

付
す

る
事

件
は

、
第

8
3
条

に
規

定
す

る
場

合
を

除
き

、
会

議
に

お
い

て
提

出
者

の
説

明
を

聴
き

、
議

員
の

質
疑

が
あ

る
と

き
は

質
疑

の
後

、
議

長
が

所
管

の
常

任
委

員
会

又
は

議
会

運
営

委
員

会
に

付
託

す

る
。

た
だ

し
、

常
任

委
員

会
に

係
る

事
件

は
、

議
会

の
議

決
で

特
別

委
員

会
に

付
託

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
・

３
 

略
 

 

（
議

案
等

の
説

明
、

質
疑

及
び

委
員

会
付

託
）

 

第
3
5
条

 
会

議
に

付
す

る
事

件
は

、
第

8
3
条

（
請

願
の

委
員

会
付

託
）

に
規

定
す

る
場

合
を

除
き

、
会

議
に

お
い

て
提

出
者

の
説

明
を

聞
き

、
議

員
の

質
疑

が
あ

る
と

き
は

質
疑

の
後

、
議

長
が

所
管

の
常

任
委

員
会

又
は

議
会

運
営

委
員

会
に

付
託

す
る

。
た

だ
し

、
常

任
委

員
会

に
係

る
事

件
は

、
議

会
の

議
決

で
特

別
委

員
会

に
付

託
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
・

３
 

略
 

 

（
付

託
事

件
を

議
題

と
す

る
時

期
）

 

第
3
6
条

 
委

員
会

に
付

託
し

た
事

件
は

、
委

員
会

の
審

査
又

は
調

査
の

終
了

を
待

っ
て

議
題

と
す

る
。

 

 

（
付

託
事

件
を

議
題

と
す

る
時

期
）

 

第
3
6
条

 
委

員
会

に
付

託
し

た
事

件
は

、
委

員
長

の
報

告
を

ま
っ

て
議

題
と

す
る

。
 

 

（
修

正
案

を
議

題
と

す
る

時
期

）
 

第
3
7
条

 
委

員
長

の
報

告
が

終
わ

っ
た

と
き

、
又

は
委

員
会

の
付

託
を

省
略

し
た

と
き

は
、

議
長

は
、

修
正

案
を

議
題

と
す

る
。

 

（
修

正
案

を
議

題
と

す
る

時
期

）
 

第
3
7
条

 
委

員
長

の
報

告
が

終
っ

た
と

き
、

又
は

委
員

会
の

付
託

を
省

略
し

た
と

き
は

、
議

長
は

、
修

正
案

を
議

題
と

す
る

。
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（
討

論
及

び
表

決
）

 

第
3
9
条

 
議

長
は

、
前

条
の

質
疑

が
終

わ
っ

た
と

き
は

討
論

に
付

し
、

そ
の

終
結

の
後

、
表

決
に

付
す

る
。

 

 

（
討

論
及

び
表

決
）

 

第
3
9
条

 
議

長
は

、
前

条
の

質
疑

が
終

っ
た

と
き

は
討

論
に

付
し

、
そ

の
終

結
の

後
、

表
決

に
付

す
る

。
 

 

（
委

員
会

の
審

査
又

は
調

査
期

限
）

 

第
4
1
条

 
略

 

２
 

前
項

の
期

限
ま

で
に

審
査

又
は

調
査

を
終

わ
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

き

は
、

委
員

会
は

、
期

限
の

延
期

を
議

会
に

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

前
２

項
の

期
限

ま
で

に
審

査
又

は
調

査
を

終
わ

ら
な

か
っ

た
と

き
は

、

そ
の

事
件

は
、

第
3
6
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

議
会

に
お

い
て

審
議

す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

（
委

員
会

の
審

査
又

は
調

査
期

限
）

 

第
4
1
条

 
略

 

２
 

前
項

の
期

限
ま

で
に

審
査

又
は

調
査

を
終

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、

委
員

会
は

、
期

限
の

延
期

を
議

会
に

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

前
２

項
の

期
限

ま
で

に
審

査
又

は
調

査
を

終
ら

な
か

っ
た

と
き

は
、

そ

の
事

件
は

、
第

3
6
条

（
付

託
事

件
を

議
題

と
す

る
時

期
）

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

議
会

に
お

い
て

審
議

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

（
委

員
会

の
中

間
報

告
）

 

第
4
2
条

 
略

 

２
 

委
員

会
は

、
そ

の
審

査
又

は
調

査
中

の
事

件
に

つ
い

て
、

特
に

必
要

が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

議
会

の
承

認
を

得
て

、
中

間
報

告
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

（
委

員
会

の
中

間
報

告
）

 

第
4
2
条

 
略

 

 

（
議

事
の

継
続

）
 

（
議

事
の

継
続

）
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第
4
4
条

 
中

止
又

は
休

憩
の

た
め

事
件

の
議

事
が

中
断

さ
れ

た
場

合
に

お
い

て
、

再
び

そ
の

事
件

が
議

題
と

な
っ

た
と

き
は

、
前

の
議

事
を

継
続

す

る
。

 

 

第
4
4
条

 
中

止
又

は
休

憩
の

た
め

事
件

の
議

事
が

中
断

さ
れ

た
場

合
に

お
い

て
、

再
び

そ
の

事
件

が
議

題
と

な
っ

た
と

き
は

、
前

の
議

事
が

継
続

す

る
。

 

 

（
発

言
の

場
所

）
 

第
4
5
条

 
発

言
は

、
全

て
議

長
の

許
可

を
得

た
後

、
登

壇
し

て
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
簡

易
な

事
項

に
つ

い
て

は
、

議
席

で
発

言
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

略
 

（
発

言
の

場
所

）
 

第
4
5
条

 
発

言
は

、
す

べ
て

議
長

の
許

可
を

得
た

後
、

登
壇

し
て

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

簡
易

な
事

項
に

つ
い

て
は

、
議

席
で

発
言

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

略
 

 

（
発

言
の

通
告

及
び

順
序

）
 

第
4
6
条

 
会

議
に

お
い

て
発

言
し

よ
う

と
す

る
者

は
、

議
長

の
定

め
た

期
間

内
に

発
言

通
告

書
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

議
事

進
行

に
関

す
る

発
言

及
び

緊
急

又
は

簡
単

な
事

項
で

議
長

の
許

可
を

得
た

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

２
・

３
 

略
 

４
 

通
告

し
た

者
が

欠
席

し
た

と
き

又
は

発
言

の
順

位
に

当
た

っ
て

も
発

言

し
な

い
と

き
若

し
く

は
議

場
に

現
在

し
な

い
と

き
は

、
通

告
は

、
そ

の
効

力
を

失
う

。
 

 

（
発

言
の

通
告

及
び

順
序

）
 

第
4
6
条

 
会

議
に

お
い

て
発

言
し

よ
う

と
す

る
者

は
、

あ
ら

か
じ

め
議

長
に

発
言

通
告

書
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

緊
急

若
し

く
は

簡
単

な
事

項
で

議
長

の
許

可
を

得
た

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

 ２
・

３
 

略
 

４
 

通
告

し
た

者
が

欠
席

し
た

と
き

、
又

は
発

言
の

順
位

に
当

っ
て

も
発

言

し
な

い
と

き
、

若
し

く
は

議
場

に
現

在
し

な
い

と
き

は
、

通
告

は
、

そ
の

効
力

を
失

う
。
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（
発

言
の

通
告

を
し

な
い

者
の

発
言

）
 

第
4
7
条

 
発

言
の

通
告

を
し

な
い

者
は

、
通

告
し

た
者

が
全

て
発

言
を

終

わ
っ

た
後

で
な

け
れ

ば
発

言
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

２
・

３
 

略
 

 

（
発

言
の

通
告

を
し

な
い

者
の

発
言

）
 

第
4
7
条

 
発

言
の

通
告

を
し

な
い

者
は

、
通

告
し

た
者

が
す

べ
て

発
言

を

終
っ

た
後

で
な

け
れ

ば
発

言
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

２
・

３
 

略
 

 

（
議

長
の

発
言

討
論

）
 

第
4
9
条

 
議

長
が

議
員

と
し

て
発

言
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

議
席

に
着

き
発

言
し

、
発

言
が

終
わ

っ
た

後
、

議
長

席
に

復
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
討

論
を

し
た

と
き

は
、

そ
の

議
題

の
表

決
が

終
わ

る
ま

で
は

、
議

長
席

に
復

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

 

（
議

長
の

発
言

討
論

）
 

第
4
9
条

 
議

長
が

議
員

と
し

て
発

言
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

議
席

に
着

き
発

言
し

、
発

言
が

終
っ

た
後

、
議

長
席

に
復

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

討
論

を
し

た
と

き
は

、
そ

の
議

題
の

表
決

が
終

る
ま

で
は

、
議

長
席

に
復

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

 

（
発

言
内

容
の

制
限

）
 

第
5
0
条

 
発

言
は

、
全

て
簡

明
に

す
る

も
の

と
し

、
議

題
外

に
わ

た
り

又
は

そ
の

範
囲

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。

 

 

（
発

言
内

容
の

制
限

）
 

第
5
0
条

 
発

言
は

、
す

べ
て

簡
明

に
す

る
も

の
と

し
、

議
題

外
に

わ
た

り
又

は
そ

の
範

囲
を

こ
え

て
は

な
ら

な
い

。
 

 

（
発

言
時

間
の

制
限

）
 

第
5
1
条

 
略

 

２
 

議
長

の
定

め
た

時
間

の
制

限
に

つ
き

出
席

議
員

２
人

以
上

か
ら

異
議

が

あ
る

と
き

は
、

議
長

は
、

討
論

を
用

い
な

い
で

会
議

に
諮

っ
て

決
め

る
。

 

 

（
発

言
時

間
の

制
限

）
 

第
5
1
条

 
略

 

２
 

議
長

の
定

め
た

時
間

の
制

限
に

つ
き

出
席

議
員

２
人

以
上

か
ら

異
議

が

あ
る

と
き

は
、

議
長

は
、

討
論

を
用

い
な

い
で

会
議

に
は

か
っ

て
決

め

る
。
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（
発

言
の

継
続

）
 

第
5
3
条

 
中

止
又

は
休

憩
の

た
め

、
発

言
が

終
わ

ら
な

か
っ

た
議

員
は

、
更

に
そ

の
議

事
を

始
め

た
と

き
は

、
前

の
発

言
を

続
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

（
発

言
の

継
続

）
 

第
5
3
条

 
中

止
又

は
休

憩
の

た
め

、
発

言
が

終
ら

な
か

っ
た

議
員

は
、

更
に

そ
の

議
事

を
始

め
た

と
き

は
、

前
の

発
言

を
続

け
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

（
発

言
の

取
消

し
又

は
訂

正
）

 

第
5
4
条

 
略

 

 

（
発

言
の

取
消

又
は

訂
正

）
 

第
5
4
条

 
略

 

 

（
質

疑
又

は
討

論
の

終
結

）
 

第
5
5
条

 
略

 

２
 

前
項

の
宣

告
に

つ
き

出
席

議
員

２
人

以
上

か
ら

異
議

が
あ

る
と

き
は

、

議
長

は
、

討
論

を
用

い
な

い
で

会
議

に
諮

っ
て

決
め

る
。

 

３
・

４
 

略
 

５
 

質
疑

又
は

討
論

終
結

の
動

議
に

つ
い

て
は

、
議

長
は

、
討

論
を

用
い

な

い
で

会
議

に
諮

っ
て

決
め

る
。

 

 

（
質

疑
又

は
討

論
の

終
結

）
 

第
5
5
条

 
略

 

２
 

前
項

の
宣

告
に

つ
き

出
席

議
員

２
人

以
上

か
ら

異
議

が
あ

る
と

き
は

、

議
長

は
、

討
論

を
用

い
な

い
で

会
議

に
は

か
っ

て
決

め
る

。
 

３
・

４
 

略
 

５
 

質
疑

又
は

討
論

終
結

の
動

議
に

つ
い

て
は

、
議

長
は

、
討

論
を

用
い

な

い
で

会
議

に
は

か
っ

て
決

め
る

。
 

 

（
質

問
）

 

第
5
6
条

 
議

員
は

、
県

の
一

般
事

務
に

つ
き

、
議

長
の

許
可

を
得

て
、

質
問

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

議
員

は
、

質
問

が
緊

急
を

要
す

る
と

き
そ

の
他

真
に

や
む

を
得

な
い

と

（
質

問
）

 

第
5
6
条

 
議

員
は

、
県

の
一

般
事

務
に

つ
き

、
議

長
の

許
可

を
得

て
、

一
般

質
問

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

質
問

が
緊

急
を

要
す

る
と

き
、

そ
の

他
真

に
や

む
を

得
な

い
と

認
め

ら
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認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
議

長
の

許
可

を
得

て
、

前
項

の
質

問
に

係
る

第
4
6

条
第

１
項

の
期

間
を

経
過

し
た

後
で

あ
っ

て
も

発
言

通
告

書
を

提
出

し

て
、

質
問

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

略
 

 

れ
る

と
き

は
、

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

議
長

の
許

可
を

得
て

緊
急

質
問

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 ３
 

略
 

（
委

員
外

議
員

の
発

言
）

 

第
6
1
条

 
委

員
会

は
、

審
査

又
は

調
査

中
の

事
件

に
つ

い
て

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

委
員

で
な

い
議

員
に

対
し

そ
の

出
席

を
求

め
て

説
明

又
は

意
見

を
聴

く
こ

と
が

で
き

る
。

委
員

で
な

い
議

員
か

ら
発

言
の

申
出

が
あ

っ
た

と
き

も
、

ま
た

同
様

と
す

る
。

 

 

（
委

員
外

議
員

の
発

言
）

 

第
6
1
条

 
委

員
会

は
、

審
査

又
は

調
査

中
の

事
件

に
つ

い
て

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

委
員

で
な

い
議

員
に

対
し

そ
の

出
席

を
求

め
て

説
明

又
は

意
見

を
聞

く
こ

と
が

で
き

る
。

委
員

で
な

い
議

員
か

ら
発

言
の

申
出

が
あ

っ
た

と
き

も
、

ま
た

同
様

と
す

る
。

 

 

（
委

員
の

議
案

修
正

）
 

第
6
2
条

 
委

員
は

、
修

正
案

を
発

議
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
そ

の
案

を
あ

ら
か

じ
め

委
員

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

緊
急

又
は

簡
単

な
事

項
で

委
員

長
の

許
可

を
得

た
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

 

（
委

員
の

議
案

修
正

）
 

第
6
2
条

 
委

員
は

、
修

正
案

を
発

議
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
そ

の
案

を
あ

ら
か

じ
め

委
員

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

緊
急

若
し

く
は

簡
単

な
事

項
で

委
員

長
の

許
可

を
得

た
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な

い
。

 

 

（
表

決
議

題
の

宣
告

）
 

第
7
0
条

 
議

長
は

、
表

決
を

採
ろ

う
と

す
る

と
き

は
、

そ
の

議
題

を
会

議
に

宣
告

す
る

。
 

（
表

決
議

題
の

宣
告

）
 

第
7
0
条

 
議

長
は

、
表

決
を

と
ろ

う
と

す
る

と
き

は
、

そ
の

議
題

を
会

議
に

宣
告

す
る

。
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（
起

立
に

よ
る

表
決

）
 

第
7
1
条

 
議

長
が

表
決

を
採

ろ
う

と
す

る
と

き
は

、
議

題
を

可
と

す
る

者
を

起
立

さ
せ

、
起

立
者

の
多

少
を

認
定

し
て

可
否

の
結

果
を

宣
告

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

議
長

が
認

め
る

者
に

つ
い

て
は

、
挙

手
を

も
っ

て
起

立
と

み
な

す
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

議
長

が
起

立
者

の
多

少
を

認
定

し
が

た
い

と
き

、
又

は
議

長
の

宣
告

に

対
し

出
席

議
員

２
人

以
上

か
ら

異
議

が
あ

る
と

き
は

、
議

長
は

、
記

名
又

は
無

記
名

の
投

票
で

表
決

を
採

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

（
起

立
に

よ
る

表
決

）
 

第
7
1
条

 
議

長
が

表
決

を
と

ろ
う

と
す

る
と

き
は

、
議

題
を

可
と

す
る

者
を

起
立

さ
せ

、
起

立
者

の
多

少
を

認
定

し
て

可
否

の
結

果
を

宣
告

す
る

。
 

  ２
 

議
長

が
起

立
者

の
多

少
を

認
定

し
が

た
い

と
き

、
又

は
議

長
の

宣
告

に

対
し

出
席

議
員

２
人

以
上

か
ら

異
議

が
あ

る
と

き
は

、
議

長
は

、
記

名
又

は
無

記
名

の
投

票
で

表
決

を
と

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

（
投

票
に

よ
る

表
決

）
 

第
7
2
条

 
議

長
が

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
、

又
は

出
席

議
員

２
人

以
上

か
ら

要
求

が
あ

る
と

き
は

、
記

名
又

は
無

記
名

の
投

票
で

表
決

を
採

る
。

 

２
 

略
 

 

（
投

票
に

よ
る

表
決

）
 

第
7
2
条

 
議

長
が

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
、

又
は

出
席

議
員

２
人

以
上

か
ら

要
求

が
あ

る
と

き
は

、
記

名
又

は
無

記
名

の
投

票
で

表
決

を
と

る
。

 

２
 

略
 

 

（
選

挙
規

定
の

準
用

）
 

第
7
6
条

 
記

名
投

票
又

は
無

記
名

投
票

を
行

う
場

合
に

は
、

第
2
4
条

第
３

項
、

第
2
5
条

か
ら

第
2
8
条

ま
で

、
第

2
9
条

第
１

項
、

第
3
0
条

及
び

第
3
1
条

の
規

定
を

準
用

す
る

。
 

 

（
選

挙
規

定
の

準
用

）
 

第
7
6
条

 
記

名
投

票
又

は
無

記
名

投
票

を
行

う
場

合
に

は
、

第
2
5
条

（
投

票

用
紙

の
配

付
及

び
投

票
箱

の
点

検
）
、

第
2
6
条

（
投

票
）
、

第
2
7
条

（
投

票

の
終

了
）
、

第
2
8
条

（
開

票
及

び
投

票
の

効
力

）
、

第
2
9
条

（
選

挙
結

果
の

報
告

）
、

第
１

項
、

第
3
0
条

（
選

挙
に

関
す

る
疑

義
）

及
び

第
3
1
条

（
選

挙
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関
係

書
類

の
保

存
）

の
規

定
を

準
用

す
る

。
 

 

（
簡

易
表

決
）

 

第
7
8
条

 
議

長
は

、
議

題
に

つ
い

て
異

議
の

有
無

を
会

議
に

諮
る

こ
と

が
で

き
る

。
異

議
が

な
い

と
認

め
る

と
き

は
、

議
長

は
可

決
の

旨
を

宣
告

す

る
。

た
だ

し
、

議
長

の
宣

告
に

対
し

出
席

議
員

２
人

以
上

か
ら

異
議

が
あ

る
と

き
は

、
議

長
は

、
起

立
の

方
法

で
表

決
を

採
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

 

（
簡

易
表

決
）

 

第
7
8
条

 
議

長
は

、
議

題
に

つ
い

て
異

議
の

有
無

を
会

議
に

は
か

る
こ

と
が

で
き

る
。

異
議

が
な

い
と

認
め

る
と

き
は

、
議

長
は

可
決

の
旨

を
宣

告
す

る
。

た
だ

し
、

議
長

の
宣

告
に

対
し

出
席

議
員

２
人

以
上

か
ら

異
議

が
あ

る
と

き
は

、
議

長
は

、
起

立
の

方
法

で
表

決
を

と
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

 

（
表

決
の

順
序

）
 

第
7
9
条

 
議

員
の

提
出

し
た

修
正

案
は

、
委

員
会

の
修

正
案

よ
り

先
に

表
決

を
採

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

同
一

の
議

題
に

つ
い

て
、

議
員

か
ら

数
個

の
修

正
案

が
提

出
さ

れ
た

と

き
は

、
議

長
は

、
原

案
に

最
も

遠
い

と
認

め
る

も
の

か
ら

順
次

表
決

を
採

る
。

 

３
 

修
正

案
が

全
て

否
決

さ
れ

た
と

き
は

、
原

案
に

つ
い

て
表

決
を

採
る

。
 

 

（
表

決
の

順
序

）
 

第
7
9
条

 
議

員
の

提
出

し
た

修
正

案
は

、
委

員
会

の
修

正
案

よ
り

先
に

表
決

を
と

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

同
一

の
議

題
に

つ
い

て
、

議
員

か
ら

数
個

の
修

正
案

が
提

出
さ

れ
た

と

き
は

、
議

長
は

、
原

案
に

最
も

遠
い

と
認

め
る

も
の

か
ら

順
次

表
決

を
と

る
。

 

３
 

修
正

案
が

す
べ

て
否

決
さ

れ
た

と
き

は
、

原
案

に
つ

い
て

表
決

を
と

る
。

 

 

（
請

願
書

の
記

載
事

項
等

）
 

第
8
0
条

 
請

願
書

に
は

、
邦

文
を

用
い

、
請

願
の

趣
旨

、
提

出
年

月
日

、
請

（
請

願
書

の
記

載
事

項
等

）
 

第
8
0
条

 
請

願
書

に
は

、
邦

文
を

用
い

、
請

願
の

趣
旨

、
提

出
年

月
日

、
請
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願
者

の
住

所
（

法
人

そ
の

他
の

団
体

（
以

下
「

法
人

等
」

と
い

う
。
）

の
場

合
は

、
そ

の
所

在
地

）
及

び
氏

名
（

法
人

等
の

場
合

は
、

そ
の

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）
並

び
に

請
願

を
紹

介
す

る
議

員
（

以
下

「
紹

介
議

員
」

と
い

う
。
）

の
氏

名
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

    ２
 

略
 

 

願
者

の
住

所
（

法
人

の
場

合
は

、
そ

の
所

在
地

）
及

び
氏

名
（

法
人

の
場

合
は

、
そ

の
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

並
び

に
請

願
を

紹
介

す
る

議
員

（
以

下
「

紹
介

議
員

」
と

い
う

。
）

の
氏

名
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

請
願

者
は

、
当

該
請

願
者

が
本

人
で

あ
る

こ
と

又
は

当
該

請
願

が
自

ら

の
意

思
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

こ
と

を
証

す
る

た
め

、
議

長
が

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

必
要

な
書

類
を

提
出

し
、

若
し

く
は

提
示

し
、

又
は

説
明

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

略
 

 

（
請

願
の

紹
介

の
取

消
し

）
 

第
8
1
条

 

   
 
紹

介
議

員
が

請
願

の
紹

介
を

取
り

消
そ

う
と

す
る

と
き

は
、

会
議

の
議

題

と
な

っ
た

後
に

お
い

て
は

議
会

の
許

可
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

会
議

の
議

題
と

な
る

前
に

お
い

て
は

、
議

長
の

許
可

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

前
項

の
許

可
を

求
め

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
文

書
に

よ
り

請
求

し
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
請

願
を

付
議

す
る

議
会

）
 

第
8
1
条

 
請

願
は

、
受

理
後

最
も

近
い

期
日

に
招

集
せ

ら
れ

る
定

例
会

に
付

議
す

る
。

た
だ

し
、

緊
急

を
要

す
る

と
認

め
ら

れ
る

請
願

は
、

臨
時

会
に

付
議

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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 （
請

願
文

書
表

）
 

第
8
2
条

 
略

 

２
 

請
願

文
書

表
に

は
、

請
願

書
の

受
理

番
号

、
受

理
年

月
日

、
所

管
部

門

名
、

件
名

及
び

要
旨

、
請

願
者

の
住

所
（

法
人

等
の

場
合

は
、

そ
の

所
在

地
）

及
び

氏
名

（
法

人
等

の
場

合
は

、
そ

の
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

並
び

に
紹

介
議

員
の

氏
名

を
記

載
す

る
。

 

 

（
請

願
文

書
表

）
 

第
8
2
条

 
略

 

２
 

請
願

文
書

表
に

は
、

請
願

書
の

受
理

番
号

、
受

理
年

月
日

、
所

管
部

門

名
、

件
名

及
び

要
旨

、
請

願
者

の
住

所
（

法
人

の
場

合
は

、
そ

の
所

在

地
）

及
び

氏
名

（
法

人
の

場
合

は
、

そ
の

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）
並

び
に

紹
介

議
員

の
氏

名
を

記
載

す
る

。
 

 

（
請

願
の

審
査

）
 

第
8
4
条

 
委

員
会

に
付

託
し

た
請

願
は

、
委

員
長

の
審

査
報

告
を

待
っ

て
採

択
、

不
採

択
を

決
め

る
。

た
だ

し
、

委
員

会
の

付
託

を
省

略
し

た
請

願
に

つ
い

て
は

、
直

ち
に

採
択

、
不

採
択

を
決

め
る

。
 

 

（
請

願
の

審
査

）
 

第
8
4
条

 
委

員
会

に
付

託
し

た
請

願
は

、
委

員
長

の
審

査
報

告
を

ま
っ

て
採

択
、

不
採

択
を

決
め

る
。

た
だ

し
、

委
員

会
の

付
託

を
省

略
し

た
請

願
に

つ
い

て
は

、
直

ち
に

採
択

、
不

採
択

を
決

め
る

。
 

 

（
議

長
及

び
副

議
長

の
辞

職
）

 

第
8
8
条

 
略

 

２
 

前
項

の
辞

職
は

、
議

会
に

報
告

し
、

討
論

を
用

い
な

い
で

会
議

に
諮

っ

て
そ

の
許

否
を

決
め

る
。

 

３
 

略
 

 

（
議

長
及

び
副

議
長

の
辞

職
）

 

第
8
8
条

 
略

 

２
 

前
項

の
辞

職
は

、
議

会
に

報
告

し
、

討
論

を
用

い
な

い
で

会
議

に
は

か

っ
て

そ
の

許
否

を
決

め
る

。
 

３
 

略
 

 

（
資

格
決

定
の

通
知

）
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第
9
2
条

 
法

第
1
2
7
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
準

用
さ

れ
る

法
第

1
1
8
条

第
６

項
の

規
定

に
よ

る
通

知
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
議

長
が

定
め

る
。

 

 

第
9
2
条

 
削

除
 

（
携

帯
品

）
 

第
9
4
条

 
議

場
に

入
る

者
は

、
帽

子
、

コ
ー

ト
、

マ
フ

ラ
ー

若
し

く
は

傘
の

類
を

着
用

し
、

又
は

携
帯

し
て

は
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

病
気

そ
の

他
の

理
由

に
よ

り
会

議
へ

の
出

席
に

必
要

と
認

め
ら

れ
る

物
で

あ
っ

て
議

長
に

あ
ら

か
じ

め
届

け
出

た
も

の
に

つ
い

て
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

 

（
携

帯
品

）
 

第
9
4
条

 
議

場
に

入
る

者
は

、
帽

子
、

コ
ー

ト
、

え
り

巻
、

つ
え

若
し

く
は

か
さ

の
類

を
着

用
し

、
又

は
携

帯
し

て
は

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
病

気
そ

の
他

の
理

由
に

よ
り

議
長

の
許

可
を

得
た

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

（
議

長
の

秩
序

保
持

権
）

 

第
1
0
0
条

 
法

又
は

こ
の

規
則

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

規
律

に
関

す
る

問
題

は
、

議
長

が
定

め
る

。
た

だ
し

、
議

長
は

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

討
論

を
用

い
な

い
で

会
議

に
諮

っ
て

決
め

る
。

 

 

（
議

長
の

秩
序

保
持

権
）

 

第
1
0
0
条

 
す

べ
て

規
律

に
関

す
る

問
題

は
、

議
長

が
定

め
る

。
た

だ
し

、
議

長
は

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

討
論

を
用

い
な

い
で

会
議

に
は

か
っ

て
決

め
る

。
 

 

（
懲

罰
動

議
の

提
出

）
 

第
1
0
1
条

 
懲

罰
の

動
議

は
、

文
書

を
も

っ
て

発
議

者
が

記
名

し
て

、
議

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

前
項

の
動

議
は

、
懲

罰
事

犯
が

あ
っ

た
日

か
ら

起
算

し
て

３
日

以
内

に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

第
8
7
条

第
２

項
の

違
反

に
係

る

も
の

に
つ

い
て

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

（
懲

罰
動

議
の

提
出

）
 

第
1
0
1
条

 
懲

罰
の

動
議

は
、

文
書

を
も

っ
て

発
議

者
が

連
署

し
て

、
議

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

前
項

の
動

議
は

、
懲

罰
事

犯
が

あ
っ

た
日

か
ら

起
算

し
て

３
日

以
内

に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

第
8
7
条

（
（

秘
密

の
保

持
）
）

第

２
項

の
違

反
に

係
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。
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（
出

席
停

止
の

期
間

）
 

第
1
0
4
条

 
出

席
停

止
は

、
５

日
を

超
え

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
た

だ
し

、
数

個
の

懲
罰

事
犯

が
併

発
し

た
場

合
、

又
は

す
で

に
出

席
を

停
止

さ
れ

た
者

に
つ

い
て

そ
の

停
止

期
間

中
に

更
に

懲
罰

事
犯

が
生

じ
た

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

 

（
出

席
停

止
の

期
間

）
 

第
1
0
4
条

 
出

席
停

止
は

、
５

日
を

こ
え

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
た

だ
し

、
数

個
の

懲
罰

事
犯

が
併

発
し

た
場

合
、

又
は

す
で

に
出

席
を

停
止

さ
れ

た
者

に
つ

い
て

そ
の

停
止

期
間

中
に

更
に

懲
罰

事
犯

が
生

じ
た

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

 

（
会

議
録

の
配

布
等

）
 

第
1
0
8
条

 
会

議
録

は
、

印
刷

し
て

、
議

員
（

配
布

を
希

望
し

な
い

者
を

除

く
。
）

及
び

関
係

者
に

配
布

す
る

。
 

   ２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

配
布

す
る

会
議

録
に

は
、

秘
密

会
の

議
事

並
び

に

議
長

が
取

消
し

を
命

じ
た

発
言

及
び

第
5
4
条

の
規

定
に

よ
り

取
り

消
し

た

発
言

は
掲

載
し

な
い

。
 

 

（
会

議
録

の
配

布
等

）
 

第
1
0
8
条

 
会

議
録

は
、

書
面

又
は

電
磁

的
記

録
（

電
子

的
方

式
、

磁
気

的
方

式
そ

の
他

人
の

知
覚

に
よ

っ
て

は
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ

る
記

録
で

あ
っ

て
、

電
子

計
算

機
に

よ
る

情
報

処
理

の
用

に
供

さ
れ

る
も

の
を

い
う

。
）

に
よ

り
作

成
し

、
議

員
及

び
関

係
者

に
配

布
し

、
又

は

提
供

す
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

配
布

し
、

又
は

提
供

す
る

会
議

録
に

は
、

秘
密

会

の
議

事
並

び
に

議
長

が
取

消
を

命
じ

た
発

言
及

び
第

5
4
条

の
規

定
に

よ
り

取
り

消
し

た
発

言
は

掲
載

し
、

又
は

記
録

し
な

い
。

 

 

第
1
5
章

 
略

 

 

第
1
5
章

 
略

 

 

（
電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
る

通
知

等
）
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第
1
1
0
条

 
議

会
又

は
議

長
若

し
く

は
委

員
長

（
以

下
「

議
会

等
」

と
い

う
。
）

に
対

し
て

行
わ

れ
る

通
知

の
う

ち
こ

の
規

則
の

規
定

に
よ

り
書

面
そ

の
他

文
字

、
図

形
そ

の
他

の
人

の
知

覚
に

よ
っ

て
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

る
情

報
が

記
載

さ
れ

た
紙

そ
の

他
の

有
体

物
（

以
下

「
書

面
等

」
と

い

う
。
）

に
よ

り
行

う
こ

と
と

し
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

当
該

通
知

に
関

す
る

こ
の

規
則

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

議
長

が
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ

り
、

電
子

情
報

処
理

組
織

（
議

会
等

の
使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
（

入
出

力
装

置
を

含
む

。
以

下
同

じ
。
）

と
通

知
を

行
う

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

と
を

電
気

通
信

回
線

で
接

続
し

た
電

子
情

報
処

理
組

織
を

い
う

。
）

を

使
用

す
る

方
法

に
よ

り
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

議
会

等
が

行
う

通
知

の
う

ち
こ

の
規

則
の

規
定

に
よ

り
書

面
等

に
よ

り

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
当

該
通

知
に

関
す

る
こ

の
規

則
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
議

長
が

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

電
子

情
報

処
理

組
織

（
議

会
等

の
使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
と

通
知

を
受

け
る

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

と
を

電
気

通
信

回
線

で
接

続
し

た
電

子
情

報
処

理
組

織
を

い
う

。
第

４
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
使

用
す

る
方

法
に

よ
り

行

う
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

当
該

通
知

を
受

け
る

者
が

あ
ら

か
じ

め
書

面
等

に
よ

り
通

知
を

受
け

る
こ

と
を

希
望

す
る

旨
を

申
し

出
た

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

３
 

前
２

項
の

規
定

に
よ

り
行

わ
れ

た
通

知
に

つ
い

て
は

、
当

該
通

知
に

関
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す
る

こ
の

規
則

の
規

定
に

規
定

す
る

方
法

に
よ

り
行

わ
れ

た
も

の
と

み
な

し
て

、
当

該
通

知
に

関
す

る
こ

の
規

則
の

規
定

を
適

用
す

る
。

 

４
 

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

行
わ

れ
た

通
知

は
、

当
該

通
知

を

受
け

る
者

の
使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
に

備
え

ら
れ

た
フ

ァ
イ

ル
へ

の
記

録
が

さ
れ

た
時

（
第

8
2
条

第
１

項
、

第
8
3
条

第
１

項
及

び
第

1
0
8
条

第
１

項

の
規

定
に

よ
る

議
員

に
対

す
る

通
知

に
あ

っ
て

は
、

当
該

フ
ァ

イ
ル

へ
の

記
録

が
さ

れ
た

時
又

は
議

会
等

が
、

当
該

通
知

を
受

け
る

者
が

当
該

通
知

を
す

べ
き

電
磁

的
記

録
（

電
子

的
方

式
、

磁
気

的
方

式
そ

の
他

人
の

知
覚

に
よ

っ
て

は
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ

る
記

録
で

あ
っ

て
、

電
子

計
算

機
に

よ
る

情
報

処
理

の
用

に
供

さ
れ

る
も

の
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

に
記

録
さ

れ
て

い
る

事
項

を
紙

面
若

し
く

は
映

像
面

に
表

示
す

る
方

法
に

よ
り

表
示

を
し

た
も

の
の

閲
覧

若
し

く
は

当
該

事
項

に
つ

い
て

当
該

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

に
備

え
ら

れ
た

フ
ァ

イ
ル

へ
の

記
録

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
措

置
を

と
る

と
と

も
に

、
当

該
者

に
対

し
、

電
子

情
報

処
理

組
織

を
使

用
し

て
当

該
措

置
が

と
ら

れ
た

旨
の

通
知

を
発

し
た

時
の

い
ず

れ
か

早
い

時
）

に
当

該
者

に
到

達
し

た
も

の
と

み
な

す
。

 

５
 

第
１

項
又

は
第

２
項

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

通
知

に
関

す
る

こ
の

規

則
の

規
定

に
よ

り
署

名
、

記
名

そ
の

他
氏

名
又

は
名

称
を

書
面

等
に

記
載

す
る

こ
と

（
以

下
「

署
名

等
」

と
い

う
。
）

を
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

当
該

署
名

等
に

関
す

る
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

氏
名

又
は
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名
称

を
明

ら
か

に
す

る
措

置
で

あ
っ

て
議

長
が

定
め

る
も

の
を

も
っ

て
当

該
署

名
等

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

６
 

議
会

等
に

対
し

て
通

知
を

行
い

、
若

し
く

は
議

会
等

か
ら

通
知

を
受

け

る
者

に
つ

い
て

対
面

に
よ

り
本

人
確

認
を

す
る

べ
き

事
情

が
あ

る
と

議
長

が
認

め
る

場
合

又
は

議
会

等
に

対
し

て
行

わ
れ

、
若

し
く

は
議

会
等

が
行

う
通

知
に

係
る

書
面

等
の

う
ち

に
そ

の
原

本
を

確
認

し
、

若
し

く
は

交
付

す
る

必
要

が
あ

る
も

の
が

あ
る

と
議

長
が

認
め

る
場

合
に

は
、

当
該

通
知

の
う

ち
当

該
部

分
以

外
の

部
分

に
つ

き
、

前
各

項
の

規
定

を
適

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

３
項

中
「

行
わ

れ
た

通
知

」
と

あ
る

の
は

、
「

行

わ
れ

た
通

知
（

第
６

項
の

規
定

に
よ

り
前

２
項

の
規

定
を

適
用

す
る

部
分

に
限

る
。

以
下

こ
の

項
か

ら
第

５
項

ま
で

に
お

い
て

同
じ

。
）
」

と
す

る
。

 

 （
電

磁
的

記
録

に
よ

る
作

成
等

）
 

第
1
1
1
条

 
こ

の
規

則
の

規
定

（
第

2
5
条

第
１

項
（

第
7
6
条

に
お

い
て

準
用

さ

れ
る

場
合

を
含

む
。
）

を
除

く
。
）

に
お

い
て

議
会

等
が

書
面

等
を

作
成

し
、

又
は

保
存

す
る

こ
と

（
以

下
「

作
成

等
」

と
い

う
。
）

が
規

定
さ

れ
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

当
該

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
議

長
が

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

書
面

等
に

係
る

電
磁

的
記

録
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

前
項

の
電

磁
的

記
録

に
よ

り
行

わ
れ

た
作

成
等

に
つ

い
て

は
、

当
該

作
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成
等

に
関

す
る

こ
の

規
則

の
規

定
に

よ
り

書
面

等
に

よ
り

行
わ

れ
た

も
の

と
み

な
し

て
、

当
該

作
成

等
に

関
す

る
こ

の
規

則
の

規
定

を
適

用
す

る
。

 

３
 

第
１

項
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
作

成
等

に
関

す
る

こ
の

規
則

の
規

定

に
よ

り
署

名
等

を
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

当
該

署
名

等
に

関
す

る
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

氏
名

又
は

名
称

を
明

ら
か

に
す

る
措

置
で

あ
っ

て
議

長
が

定
め

る
も

の
を

も
っ

て
当

該
署

名
等

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 （
会

議
規

則
の

疑
義

に
関

す
る

措
置

）
 

第
1
1
2
条

 
こ

の
規

則
の

疑
義

は
、

議
長

が
決

め
る

。
た

だ
し

、
異

議
が

あ
る

と
き

は
、

会
議

に
諮

っ
て

決
め

る
。

 

 

（
会

議
規

則
の

疑
義

に
関

す
る

措
置

）
 

第
1
1
0
条

 
こ

の
規

則
の

疑
義

は
、

議
長

が
決

め
る

。
た

だ
し

、
異

議
が

あ
る

と
き

は
、

会
議

に
は

か
っ

て
決

め
る

。
 

 

別
表

（
第

1
3
条

の
２

関
係

）
 

名
称

 
目

的
 

構
成

員
 

招
集

権
者

 
備

考
 

 
略

 

世
話

人
会

 
 

略
 

議
員

全
員

協
議

会
に

お
い

て
出

席
議

員
の

過
半

数
の

賛
成

に
よ

り
選

出
さ

れ
た

議
員

 

 
略

 
 

 

別
表

（
第

1
3
条

の
２

関
係

）
 

名
称

 
目

的
 

構
成

員
 

招
集

権
者

 
備

考
 

 
略

 

世
話

人
会

 
 

略
 

議
員

全
員

協
議

会
に

お
い

て
選

出
さ

れ
た

議
員

 

  

 
略
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附
 

則
 

 
こ

の
規

則
は

、
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 


